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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筆記消去自在のマーカーボードにおいて、
　（ｉ）２．０ｍｍ未満の厚さ、（ｉｉ）１．５の屈折率、（ｉｉｉ）６０度の入射光角
度で測定したときに、厚さに対するシャドー視差の比が１未満、（ｉｖ）４０％未満の透
過ヘイズ、（ｖ）約５０ｎｍ～約５００ｎｍの範囲のＲＭＳ粗さ、および（ｖｉ）約８５
未満の画像鮮明度（ＤＯＩ）を示す、前面及び裏面を有する強化ガラス板、及び
　前記マーカーボードを垂直にしたとき、１０ＭＧＯｅ（約７９．５８ＫＪ／ｍ３）未満
の最大エネルギー積を有する永久磁石が、磁力のみによって、前記ガラス板に付着したま
まになるように、該ガラス板の少なくとも一方の側に配置された、磁気又は鉄鋼の裏当て
板、
を有して成る、マーカーボード。
【請求項２】
　５ＭＧＯｅ（約３９．７９ＫＪ／ｍ３）未満の最大エネルギー積を有する永久磁石が、
磁力のみによって、前記ガラス板に付着したままになることを特徴とする、請求項１記載
の筆記消去自在のマーカーボード。
【請求項３】
　１ＭＧＯｅ（約７．９６ＫＪ／ｍ３）未満の最大エネルギー積を有する永久磁石が、磁
力のみによって、前記ガラス板に付着したままになることを特徴とする、請求項１記載の
筆記消去自在のマーカーボード。
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【請求項４】
　前記ガラス板の少なくとも一方の側に積層され、飛散防止機能を果たす有機膜構造体を
更に有して成ることを特徴とする、請求項１～３いずれか１項記載の筆記消去自在のマー
カーボード。
【請求項５】
　前記ガラス板の少なくとも一方の側に取付けられた装飾層を更に有して成ることを特徴
とする請求項１～４いずれか１項記載の筆記消去自在のマーカーボード。
【請求項６】
　前記強化ガラス板が、０．７５ＭＰａ・ｍ１／２を超える破壊靱性、３５０ＭＰａを超
えるＭＯＲ、少なくとも６００ｋｇｆ／ｍｍ２のビッカース硬度、７０ＧＰａを超えるヤ
ング率、及び３００ＭＰａを超える表面圧縮強度を更に示すことを特徴とする、請求項１
～５いずれか１項記載の筆記消去自在のマーカーボード。
【請求項７】
　前記強化ガラス板が、少なくとも３００ＭＰａの表面圧縮強度を有することを特徴とす
る、請求項１～６いずれか１項記載の筆記消去自在のマーカーボード。
【請求項８】
　前記ガラス板が、モルパーセントで示す、バッチベースの酸化物として、４０～８０％
のＳｉＯ２、０～２８％のＡｌ２Ｏ３、０～８％のＢ２Ｏ３、０～１８％のＬｉ２Ｏ、０
～１０％のＮａ２Ｏ、０～１１％のＫ２Ｏ、０～１６％のＭｇＯ、０～１８％のＣａＯ、
０～１５％のＣａＦ２、０～２０％のＳｒＯ、０～１２％ＢａＯ、０～８％のＺｎＯ、０
～２０％のＰ２Ｏ５、０～８％のＴｉＯ２、０～５％のＺｒＯ２、０～１％のＳｎＯ２、
０～１％のＳｂ２Ｏ３、及び０～１％のＡｓ２Ｏ３を含む、イオン交換アルカリアルミノ
シリケートガラスからなることを特徴とする、請求項１～７いずれか１項記載の筆記消去
自在のマーカーボード。
【請求項９】
　前記ガラス板が、６０～７０モル％のＳｉＯ２、６～１４モル％のＡｌ２Ｏ３、０～１
５モル％のＢ２Ｏ３、０～１５モル％のＬｉ２Ｏ、０～２０モル％のＮａ２Ｏ、０～１０
モル％のＫ２Ｏ、０～８モル％のＭｇＯ、０～１０モル％のＣａＯ、０～５モル％のＺｒ
Ｏ２、０～１モル％のＳｎＯ２、０～１モル％のＣｅＯ２、及び５０ｐｐｍ未満のＡｓ２

Ｏ３を含み、１２モル％≦Ｌｉ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ≦２０モル％、且つ、０モル％≦
ＭｇＯ＋ＣａＯ≦１０モル％である、イオン交換アルカリアルミノシリケートガラスから
なることを特徴とする、請求項１～７いずれか１項記載の筆記消去自在のマーカーボード
。
【請求項１０】
　４０％未満の透過ヘイズ、５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲のＲＭＳ粗さ、および８５未満
の画像鮮明度（ＤＯＩ）を有することを特徴とする、請求項１～９いずれか１項記載の筆
記消去自在のマーカーボード。
【発明の詳細な説明】
【関連技術の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１３年１２月２日出願の米国特許出願第１４／０９３，６４９号の米国
特許法第１２０条に基づく優先権を主張するものであって、その内容に依拠し、参照によ
り全内容が本明細書に援用されるものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、筆記消去自在のマーカーボード、又は装置用として使用される耐久ガラス品
として用いることができる、ガラス材料に関するものである。特に、本発明は、必須の機
械的及び光学的特性を有することにより、筆記消去自在のマーカーボード／装置としての
使用に特に適した、イオン交換ガラス品に関するものである。
【背景技術】
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【０００３】
　筆記消去自在のマーカーボードが、特許文献に多数記載されている。例えば、特許文献
１は、ガラス板、金属板、及びガラス板に金属板を接着して成る接着剤層を含む、磁性ガ
ラス乾燥消去ボードを開示している。ガラス板は低鉄ガラスから成り、強化ガラスから成
ることができる。金属板は、少なくとも部分的に塗膜で覆うことができ、ガラス板を通し
て、その塗膜を見ることができ、磁性ガラス乾燥消去ボード上に配置された、テキストま
たは図の視認性を向上させる背景色をもたらしている。金属板によって、磁性乾燥消去ボ
ード上に、磁石を用いて、物体を取り外し自在に取り付けることができる。
【０００４】
　特許文献２は、滑らかな表面及び艶消し表面を有する強化ガラス板を有する、ガラス乾
燥消去ボードを開示している。不透明な白色塗料の層が艶消し表面の上に塗布されている
。塗布層と艶消し表面とによって、非画像反射又は非鏡面反射背景と、筆記を行うための
相対的に鮮明なコントラストの背景がもたらされる。ガラス乾燥消去ボードは、離隔配置
されたフック又は絵画ハンガーを用いて、壁に取り付けることができる。
【０００５】
　特許文献３は、透明なガラスボードを有するワードボードを開示している。ガラスボー
ド本体の裏面は、白色の塗料で塗布又は白色の紙層が貼付されている。ボード本体は、２
つの薄い透明ガラスボード層、及び１つのガラスボード層の中央にクリップされた、白色
の紙層を一体化することによって形成することもできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０９８６０号明細書（Ｓｕｐｅｒａ他、２
０１１年４月２１日）
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０７３４６６号明細書（Ｓｏｌｏｍｏｎ、
２００６年４月６日）
【特許文献３】中国登録実用新案第２５４２４５５Ｙ号明細書（２００３年４月２日）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　１つの実施の形態における開示は、光学的、機械的、及び磁力特性を向上させた、高強
度の筆記消去自在のマーカーボードである。特に、筆記消去自在のマーカーボードは、最
小限のシャドー視差及びヘイズを示す強化ガラス品を備えている。
【０００８】
　より具体的には、筆記消去自在のマーカーボードとしての使用に適した、強化ガラス品
の開示であって、ガラス板は、前面及び裏面を有するイオン交換ガラスを呈し、２．０ｍ
ｍ未満の厚さを示し、２０μｍを超える層深さ（ＤＯＬ）及び少なくとも３００ＭＰａの
表面圧縮強度を有している。
【０００９】
　更に、強化ガラス品は、特に筆記消去自在のマーカーボードとしての使用に適した特定
の光学的特性を示す。このガラスを筆記消去自在のマーカーボードの使用に適するように
した、これらの光学的特性の中には、（１）６０度の入射光角度で屈折率ｎに対して測定
した、厚さに対するシャドー視差の比が２／ｎ以下であること、及び（２）ヘイズが５０
％未満であることが含まれている。
【００１０】
　開示した強化ガラス品が示す、筆記消去自在のマーカーボードとしての使用に適した機
械的特性には、（１）０．５ＭＰａ・ｍ１／２を超える破壊靱性、（２）３５０ＭＰａを
超えるＭＯＲ、（３）少なくとも６００ｋｇｆ／ｍｍ２のビッカース硬度、（４）７０Ｍ
Ｐａを超えるヤング率、（５）波長６３３ｎｍにおける１．５０３１を超える屈折率が含
まれる。
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【００１１】
　更に別の実施の形態において、ガラス品を磁気又は鉄鋼の裏当てと組み合わせることが
でき、薄いガラスと裏当てとの組合せによって、筆記消去自在のマーカーボードであって
、マーカーボードを垂直にしたとき、１０ＭＧＯｅ（約７９．５８ＫＪ／ｍ３）未満の最
大エネルギー積を有する永久磁石が、磁力のみによって、ガラス板に付着したままになる
、マーカーボードが得られる。
【００１２】
　従って、本明細書に開示の１つの実施の形態は、前面及び裏面を有する強化ガラス板で
あって、２．００ｍｍ未満の厚さと、６０度の入射光角度で、屈折率１．５に対して測定
したとき、１未満の、厚さに対するシャドー視差の比と、５０％未満の透過ヘイズとを示
すガラス板を有する、筆記消去自在のマーカーボードである。
【００１３】
　本明細書に開示の別の実施の形態は、前面及び裏面を有する強化ガラス板であって、２
．００ｍｍ未満の厚さ、６０度の入射光角度で、屈折率ｎに対して測定したとき、２．１
２／ｎ以下のシャドー視差、及び５０％未満の透過ヘイズを示すガラス板を有する、筆記
消去自在のマーカーボードである。筆記消去自在のマーカーボードは、マーカーボードを
垂直にしたとき、１０ＭＧＯｅ（約７９．５８ＫＪ／ｍ３）未満の最大エネルギー積を有
する永久磁石が、磁力のみによって、ガラス板に付着したままになるように、ガラス板の
少なくとも一方の側に配置された、磁気又は鉄鋼裏当て板も有している。
【００１４】
　前述の概要説明及び以下の詳細な説明は、本発明の例示であって、特許請求した本発明
の性質及び特徴を理解するための、概要及び枠組みの提供を意図したものであることを理
解されたい。添付図面は、本発明の理解を深めるために添付したものであって、本明細書
に組み込まれ、その一部を構成するものである。図面は本発明の様々な実施の形態を示す
ものであって、その説明と併せ、本発明の原理及び作用の説明に役立つものである。
【００１５】
　添付図面における図について以下に説明する。図は必ずしも縮尺通りではなく、明確さ
と簡潔さのために、図の特定の機能及び特定の面が、縮尺及び概略性において、誇張表示
されていることがあり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本明細書に開示の実施の形態による、強化ガラス板／筆記消去自在のマーカー
ボードを示す図。
【図１Ｂ】図１Ａの強化ガラス板の１ｂ－１ｂ線断面図。
【図２】本開示の実施の形態によって示される、シャドー光学視差光学特性を概略的に示
す図。
【図３】４つの実施例及び４つの比較例のシャドー視差と厚さとの関係／比を示す図。
【図４Ａ】積層及び／又は第２のフィルム構造体若しくは層に取り付けられた、強化ガラ
ス板を備えた、筆記消去自在のマーカーボードの実施の形態を示す図。
【図４Ｂ】積層及び／又は第２のフィルム構造体若しくは層に取り付けられた、強化ガラ
ス板を備えた、筆記消去自在のマーカーボードの実施の形態を示す図。
【図５Ａ】本明細書に開示の実施の形態による、磁性又は鉄鋼裏当てと組み合わせた強化
ガラス板を更に含む、筆記消去自在のマーカーボードの実施の形態を示す図。
【図５Ｂ】本明細書に開示の実施の形態による、磁性又は鉄鋼裏当てと組み合わせた強化
ガラス板を更に含む、筆記消去自在のマーカーボードの実施の形態を示す図。
【図５Ｃ】本明細書に開示の実施の形態による、磁性又は鉄鋼裏当てと組み合わせた強化
ガラス板を更に含む、筆記消去自在のマーカーボードの実施の形態を示す図。
【図５Ｄ】本明細書に開示の実施の形態による、磁性又は鉄鋼裏当てと組み合わせた強化
ガラス板を更に含む、筆記消去自在のマーカーボードの実施の形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下の詳細な説明において、本発明の実施の形態を完全に理解するために、多くの具体
的詳細が記述されていることがあり得る。しかし、これ等の具体的詳細の一部がなくても
、本発明の実施の形態が実施可能であることは、当業者には明らかであろう。他の例にお
いて、周知の機能又は方法については、本発明の新規及び非自明なものに焦点を当てるた
めに、詳細には説明してないことがあり得る。更に、同様又は同一の参照番号を用いて、
共通又は同様の要素を特定することができる。
【００１８】
　図１Ａは、前面２０２、裏面２０４、及び前面２０２と裏面２０４との間に、均一なガ
ラスの厚さ２０６を有する、強化ガラス板２００を備えた、書込み消去自在のマーカーボ
ード又は装置を示す図である。１つの実施の形態において、ガラスの厚さ２０６は２．０
ｍｍ未満である。別の実施の形態において、ガラスの厚さ２０６は１．０ｍｍ未満である
。更に別の実施の形態において、ガラスの厚さ２０６は０．７ｍｍ未満である。概して、
ガラスは約０．２ｍｍ～約２．０ｍｍの厚さを有することになる。一部の実施の形態にお
いて、ガラスの厚さは２．０ｍｍ以上であってよい。１つの実施の形態において、強化ガ
ラス２００は透明なガラス板である。別の実施の形態において、強化ガラス２００は、薄
く着色された透明ガラス板、又は着色された不透明なガラス板である。強化ガラス２００
が透明ガラス板である、一部の実施の形態において、ガラス板２００の裏面２０４に、装
飾又は印刷画像を形成することができる。装飾は裏面２０４をカバーするのに十分な緻密
性を有し、且つ不透明な色から成り、裏面が不透明に見えるようにしてよい。
【００１９】
　前面２０２は筆記消去自在の表面であり、強化筆記消去自在の装置１００が取り付けら
れたとき、前方に位置することになる表面である。前面２０２は、裏面２０４と比較して
、特別な表面属性を有していてもいなくてもよい。一部の実施の形態において、表面の筆
記性及び消去性を促進する薬剤で前面２０２を処理することができる。裏面２０４は前面
２０２に対し平行、且つ対向関係にある。
【００２０】
　強化ガラス板２００は、少なくとも１つの圧縮応力領域を表面近傍に有している。図１
Ｂは、強化ガラス板２００が、前面２０２の近傍に圧縮応力領域２０８、及び／又は裏面
２０４の近傍に圧縮応力領域２１０を有することができることを示している。好ましい実
施の形態において、「バージンガラス」を化学強化処理、好ましくはイオン交換処理を施
すことによって、圧縮応力領域２０８（又は２１０）が形成される。本明細書において、
「バージンガラス」は、化学強化処理が施されていないガラスである。圧縮応力領域２０
８（又は２１０）を形成するための好ましい方法は、化学強化法であるが、一部の実施の
形態において、焼き戻し等の熱強化法を用いて、圧縮応力領域２０８（又は２１０）を形
成することができる。
【００２１】
　イオン交換処理の場合、バージンガラスは、より大きなアルカリ金属又はアルカリ土類
金属イオンに交換できる、小さなアルカリ金属又はアルカリ土類金属イオンを含む、イオ
ン交換可能なガラスである。イオン交換は、より大きなアルカリ金属又はアルカリ土類金
属イオンを含む溶融浴内で行われる。バージンガラスが溶融浴に軽く浸され、又は浸漬さ
れると、バージンガラス中のより小さなアルカリ又はアルカリ土類金属イオンが、溶融浴
中のより大きなアルカリ金属又はアルカリ土類金属イオンに置換される。より大きなイオ
ンが、これまで、より小さなイオンによって占められていた、ガラスのサイトを占めるこ
とにより、ガラス中に圧縮応力領域が生成される。イオン交換はガラスの表面を通して行
われる。ガラス中のイオン交換の深さによって、圧縮応力領域のガラス中の深さ（又は厚
さ若しくは層深さ）が決定される。
【００２２】
　１つの実施の形態において、圧縮応力領域２０８（又は２１０）の圧縮応力は少なくと
も３００ＭＰａである。ここで、「圧縮応力領域の圧縮応力」は、圧縮応力領域の圧縮応
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力の最大、平均、又は中央値であってよい。上記は、少なくとも３００ＭＰａの表面圧縮
強度を有する強化ガラス板と表現することもできる。一部の実施の形態において、圧縮応
力領域２０８（又は２１０）の圧縮応力は、少なくとも３００ＭＰａ、少なくとも４００
ＭＰａ、少なくとも５００ＭＰａ、又は少なくとも６００ＭＰａである。圧縮応力領域２
０８（又は２１０）の圧縮応力は、概して、ガラス組成及びガラス中の圧縮応力領域の層
深さの関数になる。圧縮応力領域２０８（又は２１０）の層深さは、少なくとも２０マイ
クロメートルであることが好ましい。任意のガラス組成に対し、圧縮応力領域の形成に用
いられる強化処理、好ましくはイオン交換処理の条件によって、この層深さをある程度制
御することができる。一部の実施の形態において、圧縮応力領域２０８（又は２１０）の
層深さは、少なくとも２０マイクロメートル、少なくとも２５マイクロメートル、少なく
とも３０マイクロメートル、少なくとも３５マイクロメートル、少なくとも４０マイクロ
メートル、少なくとも４５マイクロメートル、又は少なくとも５０マイクロメートルであ
る。
【００２３】
　圧縮応力領域２０８（及び／又は２１０）を有する、強化ガラス板２００は、少なくと
も４０ＭＰａの引張応力を有する、中央の引張応力領域２１２を有することが好ましい。
ここで、「引張応力領域の引張応力」は、引張応力領域の引張応力の最大、平均、又は中
央値であってよい。上記は、少なくとも４０ＭＰａの内部引張強度を有する強化ガラス板
と表現することもできる。一部の実施の形態において、引張応力は４０ＭＰａ超、４５Ｍ
Ｐａ超、５０ＭＰａ超であってよいが、６５ＭＰａ未満、６０ＭＰａ未満、又は５５ＭＰ
ａ未満である。引張応力領域は、概して、圧縮応力領域２０８（及び／又は２１０）によ
って占められていない、ガラス領域を占めることになる。引張応力領域２１２は、圧縮応
力領域２０８（及び／又は２１０）の形成と同時に形成される、即ち、ガラスの１つの領
域に圧縮が生じると、圧縮領域近傍の別のガラス領域に張力が生じる。以下に、適合する
ガラス板の例示的なガラス組成、及び適合するガラス板を形成する例示的な方法を更に説
明する。
【００２４】
　筆記消去自在のマーカーボードとして使用される、強化ガラス品の使用に適したガラス
材料は、アルカリアルミノケイ酸ガラスであることが好ましく、これは、特にプラスチッ
ク、ソーダライムガラス、及び無アルカリガラス系材料と比較した場合、この種のガラス
は、概して、筆記消去自在の装置の用途に対し、十分な光学的特性及び機械的耐久性を有
しているという事実によるものである。
【００２５】
　強化ガラス品は、筆記消去自在のマーカーボードとしての使用に適した、特定の光学的
特性を更に示す。図２はシャドー視差と呼ばれるものを示している。シャドー視差は（光
源からの）光線が、第１又は前面のガラス品表面３０１に接触又は衝突する点と、その光
線が第２又は裏面のガラス品表面３０２に接触又は衝突する点との間の距離Ｄであって、
その光線が第１又は前面に入射角度６０°（θ１）で接触し、ガラスがｎの屈折率を示し
たときの距離Ｄである。使用において、書込み消去自在のマーカーボードの前面に配置さ
れたマークによって、距離Ｄ偏ったシャドーが裏面に投じられることになる。この偏りが
大き過ぎると、見る人にとって、テキスト等の模様が読み難くなる。特に、強化ガラス品
は、入射角６０°において、約２．１２／ｎ未満のシャドー視差Ｄを示すことが好ましい
。約１．５の屈折率を有する一般的なガラス組成のシャドー視差Ｄは、約１．４１ｍｍで
あり、これは一般的なマーカーボードのマーカーとして使用することができる。一部の実
施の形態において、強化ガラス品は、屈折率（ｎ）が１．５のとき、厚さ（ｔ）に対する
シャドー視差（Ｄ）の比が、１未満を示すことが好ましい。別の実施の形態において、強
化ガラス品は、屈折率（ｎ）が約１．５のとき、厚さ（ｔ）に対するシャドー視差（Ｄ）
の比が、約０．７５未満を示すことが好ましい。別の実施の形態において、強化ガラス品
は、屈折率（ｎ）が約１．５のとき、厚さ（ｔ）に対するシャドー視差（Ｄ）の比が、約
０．７１未満を示すことが好ましい。
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【００２６】
　図３は、ガラスの屈折率が１．５、及び入射角が６０°における、ガラスの厚さの関数
としての８つのガラスサンプルのシャドー視差を示す図である。サンプルＡ～Ｄは２ｍｍ
未満の必須の厚さ及び約１．４１のシャドー視差の両方を示すと共に、厚さ（ｔ）に対す
るシャドー視差（Ｄ）の比が、１未満を示す一方、サンプルＥ～Ｈは、２ｍｍを超える厚
さ及びより大きなシャドー視差を示し、従って、筆記消去自在のマーカーボードの使用に
適さないガラス品である。
【００２７】
　強化ガラス品は、筆記消去自在のマーカーボード又は装置としての使用に適した、特定
の機械的特性を更に示す。これ等の特性には、０．７５ＭＰａ・ｍ１／２を超える破壊靱
性、３５０ＭＰａを超えるＭＯＲ、少なくとも６００ｋｇｆ／ｍｍ２のビッカース硬度、
７０ＧＰａを超えるヤング率、２．０Ｗ／ｍ℃未満の熱伝導率、波長６３３ｎｍにおける
１．５０３１を超える屈折率、及び３００ＭＰａを超える表面圧縮応力が含まれるが、こ
れに限定されるものではない。
【００２８】
　５００ＭＰａを超える表面圧縮応力及び３５０ＭＰａを超えるＭＯＲと組み合わせた、
　　この０．７５ＭＰａ・ｍ１／２を超える必須の破壊靱性により、すべての機能が、一
般的な民生利用／用途に耐える、十分な強度と耐久性を有する筆記消去自在のマーカーボ
ードがもたらされることになる。前述のイオン交換ガラス品が、この耐久機能を満足する
ことができる１つの尺度は、コンクリート又は花崗岩等の硬い表面に対する、高さ１ｍか
らの５回の衝撃／落下試験を含む、標準落下試験の要件に耐えるイオン交換ガラス品の能
力である。
【００２９】
　更に別の実施の形態において、筆記消去自在のマーカーボードは、０．７５ＭＰａ・ｍ
１／２を超える破壊靱性、及び４７５ＭＰａを超える、好ましくは５２５ＭＰａを超える
ＭＯＲを示す強化カラスを備えている。
【００３０】
　特定の実施の形態において、ガラス品は、少なくとも１つの表面が、５０ｎｍ未満、好
ましくは１５ｎｍ未満のＲａ粗さを示すと共に／又は＞９５の画像の鮮明度を有すること
で規定される、ほぼ平坦で透明な表面を示す。このレベルの表面粗さを達成するための１
つの選択肢は、標準的な研磨技術を用いて表面を研磨することによって、５０ｎｍ未満の
必須の表面粗さ、好ましくは１５ｎｍ未満の表面粗さを達成することである。別の方法と
して、５０ｎｍ未満の必須の表面粗さ、好ましくは１５ｎｍ未満の表面粗さを達成するよ
うに、研磨された表面又は木目のない表面を有するモールドを用いて、ガラス品を成形す
ることである。別の方法として、フュージョンドロー又はフロートドロー等の製造方法を
用いてこれを達成することができる。
【００３１】
　特定の別の実施の形態において、ガラス品が霞んで見えるか、又は不透明に見えるよう
にすることができ、これはガラス品が、５０ｎｍを超え、ときにより１５μｍまで、又は
それ以上大きいＲａ粗さを示す、少なくとも１つの表面を有していることを意味する。こ
のガラス品の不透明な特性の利点は、ガラスの筆記消去自在のマーカーボードが、望まし
い防汚性と耐指紋特性及び／又は防眩特性を示すことである。ガラス品が、霞んで見える
か、又は不透明に見えるようになるレベルの表面粗さを達成するために（標準の摩耗技術
を用いて）ガラス品を機械的に摩耗させ、その後、摩耗工程によって生じ得る表面下損傷
を除去するエッチング工程にかける。この摩耗／エッチング工程の組合せは、実際にガラ
ス品を成形している最中、又はその後のいずれかにおいて実施することができる。別の方
法として、５０ｎｍを超える必須の表面粗さを達成するように、木目のある表面を有する
モールドを用いてガラス品を成形することができる。
【００３２】
　ヘイズ又は不透明特性を示す強化ガラス品は、反射像の鮮明度（ＤＯＩ）が９５未満、
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一部の実施の形態において９０未満、別の実施の形態において８５未満、別の実施の形態
において８０未満、別の実施の形態において７５未満、及び別の実施の形態において５０
未満である。特に断りのない限り、本明細書に記載のＤＯＩ値は、以下に記載の両側測定
法を用いて２０°の入射角で測定される。別の実施の形態において、ガラス品は、両側法
を用いて測定したとき、８０未満、更に別の実施の形態において４０未満、更に別の実施
の形態において２０未満のＤＯＩを有している。防眩機能に関しては、概してＤＯＩが小
さいほど好ましい。しかし、特定の用途によっては、ＤＯＩを低くした場合、性能のトレ
ードオフが生じる可能性がある。例えば、ＤＯＩを低くし過ぎると、ヘイズが許容限度を
超えて増加する可能性がある。別の実施例において、ガラス品は、後述のように、片側用
に準備されたサンプルを用いて、鏡面反射方向から２０°の角度で測定したとき、９０未
満のＤＯＩを有している。「鏡面反射方向」という用語は、反射像が視認／観察されるガ
ラス品の表面からの角度を意味し、「鏡面反射視野角」とも呼ばれる。ＤＯＩは、参照に
より全内容が本明細書に援用されるものとする「Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｔｅｓｔ Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ ｆｏｒ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ ｏｆ Ｄｉｓｔｉｎ
ｃｔｎｅｓｓ－ｏｆ－Ｉｍａｇｅ Ｇｌｏｓｓ ｏｆ Ｃｏａｔｉｎｇ Ｓｕｒｆａｃｅｓ」
と題する、ＡＳＴＭ手順Ｄ５７６７（ＡＳＴＭ５７６７）のメソッドＡによって規定され
る。ＡＳＴＭ５７６７のメソッドＡに従って、ガラス品の少なくとも１つの粗面化された
表面において、鏡面反射視野角及び鏡面反射視野角から僅かに外れた角度で、ガラス反射
率係数の測定が行われる。これ等の測定で得られた値を組合せてＤＯＩ値を得る。特に、
ＤＯＩ値は下式に従って算出される：
【００３３】

【数１】

【００３４】
ここで、ＲＳは鏡面反射方向における反射率の相対的な大きさであり、ＲＯＳは鏡面反射
方向から外れた方向の反射率の相対的な大きさである。本明細書において、ＲＯＳは、特
に断りがない限り、鏡面反射方向から０．２°～０．４°離れた角度範囲にわたる反射率
を平均することによって算出される。ＲＳは反射方向を中心に±０．０５°の角度範囲に
わたる反射率を平均することによって算出される。ＲＳ及びＲＯＳは、いずれも参照によ
り全内容が援用されるものとする、ＡＳＴＭ手順Ｄ５２３およびＤ５７６７に規定された
、認証黒色ガラス標準で校正された、変角光度計（Ｒｈｏｐｏｉｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ社のＮｏｖｏ－ｇｌｏｓｓ ＩＱ）を用いて測定した。Ｎｏｖｏ－ｇｌｏｓｓ計は
、検出器アレイであって、鏡面反射角が、アレイの最大値を中心とする検出器アレイを用
いる。片側方法（ガラスの裏面に黒色吸収体を結合）及び両側方法（ガラスに何も接続せ
ず、両方のガラス表面から反射させる）を用いてＤＯＩも評価した。片側測定によって、
ガラス品の１つの表面（例えば、１つの粗面化した表面）の光沢、反射率、及びＤＯＩを
決定することができる一方、両側測定によって、ガラス品全体の光沢、反射率、及びＤＯ
Ｉを決定することができる。ＲＯＳ／ＲＳの比は、前述のようにして、ＲＳ及びＲＯＳに
ついて得られた平均値から算出される。本明細書において、「２０°ＤＯＩ」は、特に断
りがない限り、ＡＳＴＭ、Ｄ５７６７に記載されているように、ガラス表面の法線から２
０°ずらして、光をサンプルに入射させるＤＯＩ測定を意味する。両側測定法を用いたＤ
ＯＩ又は通常の光沢のいずれかの測定は、サンプルが存在しないとき、これ等の特性の測
定値がゼロになる暗室又はエンクロージャー内で実施することが好ましい。
【００３５】
　ヘイズ及びＤＯＩを同時に制御することによって、ガラス表面において、最適な組合せ
を達成することができる。ヘイズ及びＤＯＩを同時に制御することによって、特に表示用
途において、ヘイズ又は光沢のいずれか一方のみを制御する場合と比較して、より視覚的
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に心地良い防眩表面が得られる。この理由は、ＤＯＩが反射像のボケに対する目の応答を
適合させるためのはるかに正確な計量であって、低光沢レベルを用いるよりも、低ＤＯＩ
レベルを用いた方が、より広い範囲のヘイズ値を得ることができるためである。
【００３６】
　本明細書で使用される場合、「透過へイズ」及び「ヘイズ」という用語は、ＡＳＴＭ手
順Ｄ１００３に従い、±４．０°の円錐の外側に散乱する透過光の割合を意味する。光学
的に平滑な表面では、透過へイズは、通常ゼロに近い。両側が粗面化されたガラス板の透
過へイズ（Ｈａｚｅ２－ｓｉｄｅ）は、以下の近似式に従って、片側のみが粗面化された
ものと等価な表面を有するガラス板の透過へイズ（Ｈａｚｅ１－ｓｉｄｅ）に関連付ける
ことができる：
【００３７】
【数２】

【００３８】
ヘイズ値は、通常、パーセントヘイズで示される。従って、式（２）から得られるＨａｚ
ｅ２－ｓｉｄｅの値に対し、１００％を乗じる必要がある。一部の実施の形態において、
本明細書に記載のガラス品は、約５０％未満、他の実施の形態においては、約４０％未満
、他の実施の形態においては、約３０％未満、他の実施の形態においては、約２０％未満
、他の実施の形態においては、約１０％未満、他の実施の形態においては、約５％未満、
他の実施の形態においては、約３％未満、他の実施の形態においては、約１％未満の透過
へイズを有している。
【００３９】
　一部の用途においては、防眩性表面と低いＤＯＩを維持しながら、ヘイズを最小に抑制
することが望ましいこともあり得る。例えば、ヘイズを最小にすれば、見る人に向けて迷
光を散乱する、ランダムに配置された周囲光源による、表示コントラストの低下が最小に
抑制されることになり、他方、（小角散乱に支配される）低いＤＯＩを維持すれば、反射
がより不鮮明になったり、より目立たなくなったり、又はより不快でなくなったりするよ
うに、反射画像の境界がぼける防眩効果が維持されることになる。
【００４０】
　一部の実施の形態において、粗面化した表面が、約５０ｎｍ～約５００ｎｍの範囲のＲ
ＭＳ粗さ、約８５未満の画像鮮明度（ＤＯＩ）、及び４０％未満の透過へイズを有してい
る。１つのそのような実施の形態において、透過へイズが約２０％未満であり、ＤＯＩが
約８０未満である。別のそのような実施の形態において、透過へイズが約１０％未満であ
り、ＤＯＩが約７５未満である。別のそのような実施の形態において、透過へイズが約１
０％未満であり、ＤＯＩが約５０未満である。別のそのような実施の形態において、透過
へイズが約５％未満であり、ＤＯＩが約８５未満である。別のそのような実施の形態にお
いて、透過へイズが約５％未満であり、ＤＯＩが約７５未満である。別のそのような実施
の形態において、透過へイズが約５％未満であり、ＤＯＩが約５０未満である。別のその
ような実施の形態において、透過へイズが約３％未満であり、ＤＯＩが約８５未満である
。別のそのような実施の形態において、透過へイズが約３％未満であり、ＤＯＩが約７５
未満である。別のそのような実施の形態において、透過へイズが約３％未満であり、ＤＯ
Ｉが約５０未満である。別のそのような実施の形態において、透過へイズが約１％未満で
あり、ＤＯＩが約８５未満である。別のそのような実施の形態において、透過へイズが約
１％未満であり、ＤＯＩが約７５未満である。別のそのような実施の形態において、透過
へイズが約１％未満であり、ＤＯＩが約５０未満である。
【００４１】
　図４Ａ～４Ｂは、強化ガラス品の他に、強化ガラス品に積層、又は（例えば、感圧、溶
剤系、水系、熱活性化、光硬化、及び電子ビーム硬化接着剤等の接着剤を用いて）結合さ



(10) JP 6467423 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

れた層を更に有する、筆記可能／消去可能マーカーボードの一連の実施の形態を示す図で
ある。
【００４２】
　具体的に、図４Ａは、ガラスが破損した場合、ガラスの破片がマーカーボード本体から
分離することに起因する、ユーザーの怪我又は装置の破損を低減する要求が存在する用途
に特に有用であると思われる、筆記可能／消去可能マーカーボード３００Ａを示す図であ
る。この要求は、通常、接着剤３０４によって、強化ガラス品３０２に取り付けられた有
機（又はプラスチック）膜３０６の利用によって対処され、破砕後も、膜３０６が強化ガ
ラス品３０２に付着したままとなり、本体からの破片の分離が防止されることが重要であ
る。本飛散防止膜の実施の形態が、接着剤を使用しないで、ガラス品と有機（プラスチッ
ク）膜とが、単に積層される実施の形態の１つであり得ることが想定される（膜がウレタ
ン、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ビニルポリ
マーを含む、熱可塑性または熱硬化性ポリマー等の場合であって、必要に応じ、シラン又
はチタン酸接着促進剤を含む）（図示せず）。
【００４３】
　一般的に、光学的に透明な接着剤及び透明な膜を含む飛散防止膜は、例えば、ポリカー
ボネート、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエステル、半透過型、及び／又
はアクリル材料を含むことができ、複数の膜層を含むことができる。追加の材料をガラス
パネルと膜との間、及び／又は膜の後ろに接着又は別の方法で付加することができる。こ
の飛散防止機能を提供するために使用できる適切な膜には、ゼネラルエレクトリック社か
ら入手可能なＯＱ１０３０ Ｌｅｘａｎ（登録商標）、デュポン株式会社から入手可能な
Ｍｙｌａｒ（登録商標）若しくはＭｅｌｉｎｅｘ（登録商標）、又は三菱、ＳＫＣから入
手可能なポリエステルフィルム、３Ｍから入手可能な半透過型膜等の同様の製品がある。
塗料又は接着剤を含む、前述の膜以外の材料で、ガラスに強く接着する材料が、必要な飛
散防止機能を提供することができることが想定される。
【００４４】
　この飛散防止膜が、いかなる形態であれ、装飾的な機能を更に有し得ることが想定され
る。例えば、様々な色の膜及び／又は証印、印刷模様、絵、イラスト、背景色、若しくは
はその他の装飾を有する膜を使用することができ、あるいは膜が電子若しくは磁気特性を
有することができる。
【００４５】
　図４Ｂに示す別の実施の形態において、筆記可能／消去可能マーカーボード３００Ｂが
、強化ガラス層３０２に直接結合された装飾膜又は層３０８を有している。装飾層は、パ
ターン状に適用して、反対側の非装飾ガラス面側から、ガラス品を通して見ることができ
る、図案を描くことができる、任意の材料から成ることができる。この装飾層に有用であ
り得る材料には、塗料、デカール、又は（例えば、スプレー、インクジェット、スクリー
ン印刷、又はローラ塗布による）インクが含まれる。
【００４６】
　次に、図５Ａ～５Ｄは、更に別の一連の筆記可能／消去可能マーカーボードを示す図で
ある。図５Ａは、マーカーボード４００Ａが、強化ガラス品４０２の他に、接着剤４０４
の使用を介して、強化ガラス品に配置又は結合された鉄鋼又は磁性層４１０を更に有する
、本実施の形態の最も単純な形態を示している。
【００４７】
　これ等の筆記消去自在のガラスマーカーボードにおいて、マーカーボードを垂直方向に
向けたとき、磁気特性を有する品物が、マーカーボードの前面の筆記面に付着できること
が好ましい。一般に、この付着性は、例えば、永久磁石を含む品物と、ガラス板の裏面又
はその近傍に取り付けられた、例えば、鉄鋼製の裏当て板との間の磁気引力の結果である
。品物は磁石を含み磁気材料の表面層を有するか、又は主に磁性材料から成ることができ
、品物には装飾（「冷蔵庫」）磁石、ボード消し及びペン、ペントレー及びその他のアク
セサリー等が含まれる。磁器被膜鋼等の既存の非ガラスマーカーボードを用いた場合、そ
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のような品物は、単に弱い安価な磁石を用いることで筆記面に付着する。しかし、厚いガ
ラスを用いた場合、永久磁石と鉄鋼プレートとの間の磁力が小さ過ぎて、磁石を含む品物
を所定の位置に保持することができない。このため、メーカーは、希土類磁石等の高価で
、高強度の磁石の利用を余儀なくされている。この用途に比較的弱い磁石が使用できるよ
うにすることが好ましい。厚さ≦２．０ｍｍを示す薄い強化ガラスと鉄鋼プレート又はそ
の他の磁気誘引材料とを一緒に用いることによって、「弱く」低コストの磁石を、これ等
の筆記消去自在のガラスマーカーボードに付着させることができ、その磁力は、磁石を所
定の位置に維持するのに十分である。
【００４８】
　磁気特性は、Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎのＳｔａｎｄａｒｄ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ Ｐｅｒｍａｎ
ｅｎｔ Ｍａｇｎｅｔ Ｍａｔｅｒｉａｌｓと題する、ＭＭＰＡ標準Ｎｏ．０１００－００
、及びその中の基準類等の様々な規格文書で規定されている。多くの場合、磁石は最大エ
ネルギー積で規定され、多くの場合（ＢＨ）ｍａｘで表わされる。「弱い」磁石は、概し
て、最大エネルギー積の値が≦１０ＭＧＯｅ（約７９．５８ＫＪ／ｍ３）、場合により≦
５ＭＧＯｅ（約３９．７９ＫＪ／ｍ３）又は≦１ＭＧＯｅ（約７．９６ＫＪ／ｍ３）であ
る。一般に、厚いガラスプレートに付着されるためには、最大エネルギー積の値が＞１０
ＭＧＯｅ（約７９．５８ＫＪ／ｍ３）、多くの場合＞２０ＭＧＯｅ（約１５９．１５ＫＪ
／ｍ３）で特徴付けられる、はるかに強力な磁石が必要であるのに対し、薄い強化ガラス
は、鉄鋼裏当て板を備えた垂直ガラス面に、このような弱い磁石を付着させることができ
ることが見出されている。
【００４９】
　要約すれば、強化ガラスの他に、強化ガラスの少なくとも一方の側に配置又は結合され
た鉄鋼又は磁性層を有するマーカーボードの開示であって、マーカーボードを垂直にした
とき、１０ＭＧＯｅ（約７９．５８ＫＪ／ｍ３）未満、５ＭＧＯｅ（約３９．７９ＫＪ／
ｍ３）未満、１ＭＧＯｅ（約７．９６ＫＪ／ｍ３）未満の最大エネルギー積を有する「弱
い」永久磁石が、磁力のみによってガラス板に付着したままになる、マーカーボードの開
示である。
【００５０】
　図５Ｂは、鉄鋼又は磁気層を含む、別の筆記可能／消去可能マーカーボードの実施の形
態を示す図である。筆記可能／消去可能マーカーボード４００Ｂは、強化ガラス品４０２
の他に、接着剤４０４Ａの使用を介して、強化ガラス品４０２に結合された、飛散防止膜
又は（前述の）その他の材料等の有機（又はプラスチック）膜４０６を有している。本実
施の形態は、接着剤４０４Ｂを用いて、膜４０６に配置又は結合された鉄鋼又は磁気層４
１０を更に有している。
【００５１】
　図５Ｃは、鉄鋼又は磁気層を含む、第３の筆記可能／消去可能マーカーボードの実施の
形態を示す図である。図５Ａ及び５Ｂの実施の形態と同様に、筆記可能／消去可能マーカ
ーボード４００Ｃは、強化ガラス品４０２の他に、強化ガラス品４０２に直接結合された
装飾膜又は層４０８に、接着剤４０４Ａを介して配置又は結合された鉄鋼又は磁気層４１
０を更に有している。
【００５２】
　次に、図５Ｄは、鉄鋼又は磁気層を含む、最後の筆記可能／消去可能マーカーボードの
実施の形態であって、前述のすべての機能を実質的に有するマーカーボードを示す図であ
る。筆記可能／消去可能マーカーボード４００Ｄは、飛散防止膜又は（前述の）その他の
材料等の有機（又はプラスチック）膜４０６に直接結合された装飾膜又は層４０８に、接
着剤４０４Ｂを介して、配置又は結合された鉄鋼又は磁気層４１０を有している。強化ガ
ラス層４０２の第１の側が、第２の接着剤４０４Ａの使用を介して配置又は結合されてい
る。
【００５３】
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　別の実施の形態では、層の変更又は追加が可能であり、例えば、飛散防止層４０６を表
面にして、接着剤４０４Ａによって、強化ガラス層４０２に結合し、強化ガラス層４０２
を装飾膜４０８に直接接触させることができる。
【００５４】
　前述のように、筆記消去自在のマーカーボード又は装置は、強化ガラス板２００を物体
に取り付けるための取付け手段を有している。取付け手段は様々な形態を取ることができ
る。特に、適切と思われる取付け手段には（１）強化ガラス板の裏面上の磁気層、（２）
強化ガラス板の裏面上の接着剤層、（３）強化ガラス板の裏面上の静電密着層、（４）強
化ガラス板に形成された１つ以上の取り付け穴、（５）強化ガラス板に取り付けられた１
つ以上のガラス板吊り下げ要素、及び（６）強化ガラス板に取り付けられた１つ以上のガ
ラス板枠要素がある。
【００５５】
　前述のように、筆記消去自在のマーカーボードの使用に適したガラス品は、特にプラス
チックおよび他の無アルカリガラス系材料と比較したとき、筆記消去自在のマーカーボー
ド用として十分な化学的耐久性及び機械的特性を有していることから、アルカリアルミノ
シリケートガラス材料を含んでいる。
【００５６】
　筆記消去自在のマーカーボードの使用に適した、代表的なアルカリアルミノシリケート
ガラス組成ファミリーは、最も広い実施の形態において、モルパーセントで、バッチベー
スの酸化物として、４０～８０％のＳｉＯ２、０～２８％のＡｌ２Ｏ３、０～８％のＢ２

Ｏ３、０～１８％のＬｉ２Ｏ、０～１０％のＮａ２Ｏ、０～１１％のＫ２Ｏ、０～１６％
のＭｇＯ、０～１０％のＭｇＦ２、０～８％のＣａＯ、０～１５％のＣａＦ２、０～２０
％のＳｒＯ、０～１２％のＢａＯ、０～８％のＺｎＯ、０～２０％のＰ２Ｏ５、０～８％
のＴｉＯ２、０～５％のＺｒＯ２、０～１％のＳｎＯ２、０～１％のＳｂ２Ｏ３、０～１
％のＡｓ２Ｏ３である。
【００５７】
　後に筆記消去自在のマーカーボードに形成することができる、薄いガラス品にダウンド
ロー（より具体的には、フュージョンドロー）することができる、適切なアルカリアルミ
ノシリケートの別の更に具体的な実施の形態を以下に示す。アルカリアルミノシリケート
ガラスは、具体的に、６０～７０モル％のＳｉＯ２、６～１４モル％のＡｌ２Ｏ３、０～
１５モル％のＢ２Ｏ３、０～１５モル％のＬｉ２Ｏ、０～２０モル％のＮａ２Ｏ、０～１
０モル％のＫ２Ｏ、０～８モル％のＭｇＯ、０～１０モル％のＣａＯ、０～５モル％のＺ
ｒＯ２、０～１モル％のＳｎＯ２、０～１モル％のＣｅＯ２、５０ｐｐｍ未満のＡｓ２Ｏ

３、及び５０ｐｐｍ未満のＳｂ２Ｏ３であって、１２モル％≦Ｌｉ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２

Ｏ≦２０モル％、且つ、０モル％≦ＭｇＯ＋ＣａＯ≦１０モル％である。
【００５８】
　第３の実施の形態において、アルカリアルミノシリケートガラスは、６１モル％≦Ｓｉ
Ｏ２≦７５モル％、７モル％≦Ａｌ２Ｏ３≦１５モル％、０モル％≦Ｂ２Ｏ３≦１２モル
％、９モル％≦Ｎａ２Ｏ≦２１モル％、０モル％≦Ｋ２Ｏ≦４モル％、０モル％≦ＭｇＯ
≦７モル％、及び０モル％≦ＣａＯ≦３モル％を含んでいる、から実質的に成っている、
又は成っている。
【００５９】
　第４の実施の形態において、アルカリアルミノシリケートガラスは、少なくとも５０モ
ル％のＳｉＯ２、１０モル％未満のＢ２Ｏ３、及び少なくとも８モル％のＮａＯ２を含み
、アルミノボロシリケートガラスはイオン交換可能であって、

【００６０】
Ａｌ２Ｏ３（モル％）＞Ｂ２Ｏ３（モル％）、改質剤はＮａ２Ｏ及び必要に応じて、Ｎａ
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２Ｏを除く、アルカリ金属酸化物Ｒ２Ｏ及びアルカリ土類金属酸化物ＲＯから成る群より
選択される少なくとも１つの酸化物、アルミノボロシリケートガラスは約６９ＧＰａ未満
のヤング率を有し、－６モル％＜Σ改質剤－Ａｌ２Ｏ＜３モル％である。
【００６１】
　アルカリアルミノシリケートガラス組成が、初期の板構成にダウンドローできるか否か
に関わらず、筆記消去自在のマーカーボード又は装置用として、最終的に選択されたガラ
スは、更に良好な成形性を示す必要がある。従って、ガラスは所望の筆記消去自在のマー
カーボード又は装置に、容易に形成できなければならない。具体的には、使用するガラス
材料は、加圧形成、サギング、真空サギング、シートコイン、及びこれ等の組合せ等の手
法を含み、これに限定されない標準の処理によって、所望の筆記消去自在のマーカーボー
ド又は装置に、容易に形成できなければならない。
【００６２】
　上記アルカリアルミノシリケートガラスの組成範囲からの代表的な例を表１に示す。
【００６３】

【表１】

【００６４】
　これらの薄い、強化アルカリアルミノシリケート系筆記消去自在のマーカーボードは、
低モジュラスポリマー及び／又は発泡型の裏地との積層体に形成できること、更には音を
減衰する建築用パネルの機能を兼ねた、ホワイトボード装置として更に使用できることが
想定される。
【００６５】
　一部の実施の形態において、強化ガラス品を、受動デジタルマーカーボードとして使用
することができる。このような場合、コーディングパターンを、強化ガラス品に堆積又は
積層することができる。一部の実施の形態において、例えば、インクジェット印刷やスク
リーン印刷等の印刷によって、強化ガラスの前面又は裏面に、コーディングパターンを直
接堆積することができる。別の実施の形態において、コーディングパターンを基板（紙や
ポリマー膜等）に堆積又は固着させ、（例えば、感圧、溶剤系、水系、熱活性化、光硬化
、及び電子ビーム硬化接着剤等の接着剤を用いて）コーディングパターンが強化ガラスの
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表面と基板との間に堆積されるように、基板を強化ガラスに積層することができる。一部
の実施の形態において、コーディングパターンは複数の点であってよい。コーディングパ
ターンを有する受動デジタルマーカーボードは、送信／受信装置と組み合わせて、受動デ
ジタルマーカーボードに書かれた情報を記録し、コンピュータや携帯装置等の別の装置に
送信することができる。そのような送信／受信装置には、Ｌｉｖｅｓｃｒｉｂｅ　Ｓｍａ
ｒｔｐｅｎやＡｎｏｔｏ　Ｌｉｖｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｅｎがある。
【００６６】
　本明細書に記載の材料、方法、及びガラス品に対し、様々な改良及び変形が可能である
。本明細書に記載の材料、方法、及びガラス品の別の態様は、本明細書の検討及び本明細
書に記載の材料、方法、及びガラス品を実施することによって明らかになるであろう。本
明細書及び実施例は、例示として見なされることを意図したものである。
【符号の説明】
【００６７】
　　２００　　　　　　　強化ガラス板
　　２０２　　　　　　　前面
　　２０４　　　　　　　裏面
　　２０６　　　　　　　ガラスの厚さ
　　２０８、２１０　　　圧縮応力領域
　　２１２　　　　　　　引張応力領域
　　３００Ａ、３００Ｂ　筆記可能／消去可能マーカーボード
　　３０２、４０２　　　強化ガラス品
　　３０４、４０４　　　接着剤
　　３０６　　　　　　　有機又はプラスチック膜
　　３０８　　　　　　　装飾膜又は層
　　４００Ａ～４００Ｄ　筆記可能/消去可能マーカーボード
　　４０６　　　　　　　飛散防止層
　　４０８　　　　　　　装飾膜
　　４１０　　　　　　　鉄鋼又は磁性層
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